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令和５年函審第２号 

裁    決 

モーターボートＡモーターボートＢ衝突事件 

 

受  審  人  ａ 

職  名 Ａ船長 

操縦免許 小型船舶操縦士 

受  審  人  ｂ 

職  名 Ｂ船長 

操縦免許 小型船舶操縦士 

 

本件について、当海難審判所は、理事官西村勇二出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

受審人ａの小型船舶操縦士の業務を１か月停止する。 

受審人ｂを戒告する。 

 

理    由 

（海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

令和４年７月３日０５時５７分 

北海道能取漁港北方沖合 

２ 船舶の要目 

船 種 船 名 モーターボートＡ 
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登 録 長 ４.９５メートル 

機関の種類 電気点火機関 

出 力 ５１キロワット 

船 種 船 名 モーターボートＢ 

総 ト ン 数 ０.５トン 

登 録 長 ３.８７メートル 

機関の種類 電気点火機関 

出 力 ３６キロワット 

３ 事実の経過 

 (1) Ａの設備等 

Ａは、平成１３年９月に進水し、船首尾及び舷側の暴露甲板が一

段低い平甲板を囲むように設けられた最大搭載人員が６人の、レー

ダーを装備しないＦＲＰ製プレジャーモーターボートで、平甲板前

部右舷寄りに前面が風防で無蓋の操舵スタンドを、同スタンド後方

に座面高さが平甲板から約１７センチメートル（以下「センチ」と

いう。）の操縦席を、同席右方の暴露甲板側壁に機関操縦レバーを

それぞれ備え、船位保持用電動船外機（以下「補助船外機」とい

う。）を搭載していた。 

Ａは、操縦者が両下肢を前方に伸ばす長座位で操縦席に着座して

操船に当たるところ、風防後面付近に取り付けた幅約２０センチ高

さ約１１センチの液晶モニターが船首方の視界を遮るので、ａ受審

人が視線を上げてモニター越しに見張りに当たっていた。 

 (2) Ｂの設備等 

Ｂは、令和３年９月に進水し、船首尾及び舷側の暴露甲板が一段

低い平甲板を囲むように設けられた最大搭載人員が４人の、レーダ

ーを装備しないＦＲＰ製プレジャーモーターボートで、舵輪及び機
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関遠隔操縦レバーを組み込んで上面にＧＰＳプロッターを取り付け

た操舵スタンドを平甲板船尾寄りに、操縦席を同スタンド後方にそ

れぞれ設け、補助船外機を搭載していた。 

(3) 本件発生に至る経緯 

Ａは、ａ受審人が１人で乗り組み、釣りの目的で、船首０.４メ

ートル船尾０.８メートルの喫水をもって、有効な音響による信号

を行うことができる手段を講じないまま、令和４年７月３日０５時

４０分能取漁港二見ヶ岡地区の係留地を発し、能取湖湖口を航過し

たら北北西方に向ける予定で、北海道常呂漁港北方沖合の釣り場に

向かった。 

ａ受審人は、操縦席に着座して長座位姿勢で操船に当たり、液晶

モニターに表示させた過去の航跡を辿
たど

って周辺水域に敷設された定

置網を避けるつもりで能取湖を低速力で北上した。 

ａ受審人は、一見して付近に他船を見掛けなかったので、０５時

５５分少し過ぎ能取岬灯台から２７６度（真方位、以下同じ。） 

２.０８海里の地点で、針路を３３３度に定め、機関を回転数毎分

４,０００にかけ、２５.０ノットの速力（対地速力、以下同じ。）

とし、船尾方から差し込む太陽光線が反射する液晶モニターに視線

を向け、過去の航跡を探しながら進行した。 

ａ受審人は、０５時５６分能取岬灯台から２８３度２.３０海里

の地点に至ったとき、正船首７７０メートルのところにＢを視認す

ることができ、同船がほとんど移動しないことから漂泊中であるこ

とが分かり、その後同船に向首して衝突のおそれがある態勢で接近

する状況であったが、過去の航跡を探すことに気をとられ、見張り

を十分に行わなかったので、Ｂの存在にも、この状況にも気付かな

かった。 
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こうして、ａ受審人は、Ｂを避けることなく、液晶モニターに視

線を向けて続航中、叫び声を聞いて船首至近に初めてＢを認めたが、

どうすることもできず、０５時５７分能取岬灯台から２９０度 

２.６１海里の地点において、Ａは、原針路及び原速力のまま、そ

の船首部が、Ｂの左舷中央部に前方から７２度の角度で衝突して乗

り上げた。 

当時、天候は晴れで風はほとんどなく、潮候は下げ潮の初期にあ

たり、視界は良好であった。 

また、Ｂは、ｂ受審人が１人で乗り組み、知人１人を乗せ、釣り

の目的で、船首０.５メートル船尾０.８メートルの喫水をもって、

有効な音響による信号を行うことができる手段を講じないまま、同

日０５時１５分能取漁港二見ヶ岡地区の係留地を発し、能取漁港北

方沖合の釣り場に向かった。 

ｂ受審人は、０５時４０分釣り場に到着し、機関を中立運転にす

るとともに、船首暴露甲板に設置した補助船外機を風上に向首する

よう設定して漂泊を開始し、自身が船尾左舷側に立ち、同乗者を船

首左舷側に腰を下ろさせて釣りを始めた。 

ｂ受審人は、０５時５６分衝突地点で、２２５度に向首していた

とき、左舷正横前１８度７７０メートルのところにＡを初めて視認

し、その後同船が自船に向首したまま衝突のおそれのある態勢で接

近していることを認めたが、Ａに対して避航を促す音響信号を行わ

ず、更に同船が避航の気配を見せないまま接近しても、Ａが釣果を

尋ねるために自船に向かっているもので、そのうち停止すると思い、

機関かけて移動するなど、衝突を避けるための措置をとらなかった。 

こうして、ｂ受審人は、漂泊して釣りを続けながらＡの動静を気

にしていたところ、減速する気配を見せずに接近するＡに危険を感
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じ、大声で叫んだものの、どうすることもできず、Ｂは、２２５度

に向首したまま、前示のとおり衝突した。 

衝突の結果、Ａは、船底に修理を要さない擦過傷を生じ、Ｂは、

暴露甲板上面等が破損したが、後に修理された。また、ｂ受審人が

３週間の通院加療を要する右足関節外側靭帯損傷を、Ｂの同乗者が

２週間の通院加療を要する腰椎捻挫をそれぞれ負った。 

 

（航法の適用） 

本件は、能取漁港北方沖合において、航行中のＡと漂泊中のＢとが衝

突したものである。 

衝突地点付近は、特別法である港則法及び海上交通安全法の適用がな

いことから、一般法である海上衝突予防法（以下「予防法」という。）

を適用することとなるが、同法には両船の関係について規定した条文が

ないので、本件は、予防法第３８条及び第３９条の船員の常務によって

律するのが相当である。 

 

（原因及び受審人の行為） 

本件衝突は、能取漁港北方沖合において、航行中のＡが、見張り不十

分で、漂泊中のＢを避けなかったことによって発生したが、Ｂが、避航

を促す音響信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったこと

も一因をなすものである。 

ａ受審人は、能取漁港北方沖合において、釣り場に向けて航行する場

合、前路の他船を見落とすことのないよう、見張りを十分に行うべき注

意義務があった。しかるに、同人は、過去の航跡を探すことに気をとら

れ、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で漂泊中の

Ｂに気付かず、液晶モニターに視線を向け、同船を避けないまま進行し
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てＢと衝突する事態を招き、同船、Ａ両船にそれぞれ損傷を生じさせた

ほか、ｂ受審人及びＢの同乗者を負傷させるに至った。 

以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１か

月停止する。 

ｂ受審人は、能取漁港北方沖合において、釣りをしながら漂泊中、自

船に向首したまま衝突のおそれのある態勢で接近するＡを認め、更に同

船が避航の気配を見せないまま接近した場合、機関をかけて移動するな

ど、衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。しかるに、

同人は、Ａが釣果を尋ねるために自船に向かっているもので、そのうち

停止すると思い、衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失

により、Ａと衝突する事態を招き、同船、Ｂ両船にそれぞれ損傷を生じ

させたほか、同乗者を負傷させ、自身も負傷するに至った。 

以上のｂ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和５年８月１日 

     函館地方海難審判所 

          審 判 官  濱  田  真  人 


